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株 主 各 位 証券コード　8869
（発送日）2025年６月10日

（電子提供措置開始日）2025年６月6日

東京都渋谷区神泉町９番６号
明和地所渋谷神泉ビル

明和地所株式会社
　　代表取締役社長 原田　英明

【当社ウェブサイト】

https://www.meiwajisyo.co.jp/corp/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】

https://d.sokai.jp/8869/teiji/

第39回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第39回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電

子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれか

のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「株式/株主情報」を順に

選択いただき、ご確認ください。）
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【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「明和地所」又は「コード」に

当社証券コード「8869」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧

書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月26日（木曜日）午後６時

までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招集

ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」を

ご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

　インターネットによる議決権行使に際しましては、「インターネットによる議決権行使のご案内」をご

確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送く

ださい。

敬　具
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■1 日　　時 2025年６月27日（金曜日）午前10時
■2 場　　所 東京都渋谷区神泉町９番６号　明和地所渋谷神泉ビル

当社　本社　２階会議室
(末尾の会場ご案内略図をご参照ください。)

■3 目的事項 報告事項 1．第39期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

2．第39期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役12名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
第５号議案　役員賞与支給の件

■4 議決権行使につい
てのご案内

(１) 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の
意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

(２) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた
議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(３) 議決権行使書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合
は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとし
てお取り扱いいたします。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
　申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、そ
　の旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎株主総会参考書類等の電子提供措置事項については、本招集ご通知冒頭に記載しております各ウ
　ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をい
　ただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交
　付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。
　なお、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
　　①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　　②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査
　人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であり
　ます。

記

以　上
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月27日（金曜日）
午前10時

2025年６月26日（木曜日）
午後６時到着分まで

2025年６月26日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案、第３号議案、第４号議案、第５号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

明和地所株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中明和地所株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わずインターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として
お取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

明和地所株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中明和地所株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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第1号議案 剰余金の処分の件

１. 配当財産の種類 金銭

２. 配当財産の割当てに関する事項及び
その総額

当社普通株式    1株につき金 40円

配当総額 937,907,360円

３. 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

　当社は、事業拡大による企業価値の向上を最重要政策に位置付けるとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の
重要課題のひとつと考えております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたした
いと存じます。

期末配当に関する事項
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第２号議案 取締役12名選任の件

候補者番号 氏　名 現在の地位及び担当等 属　性

1 は ら

原
 

　
だ

田
 

　
ひ で

英
 

　
あ き

明 代表取締役社長 再 任
　

２ か き

柿
 

　
ざ き

﨑󠄁
 

　
こ う

宏
 

　
じ

治
常務取締役執行役員
開発事業本部担当、流通事業本部管掌
タケイチバリュアブル不動産株式会社代表取締役
株式会社立川木材市場代表取締役

再 任
　

３ す ず

鈴
 

　
き

木
 

　
 

　
 

　
し ん

真
取締役執行役員
流通事業本部担当
流通事業本部 流通事業本部長
（ウェルスソリューション部担当）

再 任
　

４ み

三
 

　
ひ ら

平
 

　
し ん

慎
 

　
や

也
取締役執行役員
流通事業本部担当
流通事業本部 流通事業本部長
（仲介事業一部・仲介事業二部・買取再販事業部・流通
　建設部・PM事業部・流通管理部・流通企画部担当）

再 任
　

５ ふ く

福
 

　
ま

眞
 

　
よ し

吉
 

　
の ぶ

葉
取締役執行役員
開発事業本部 開発事業本部長
（マンション事業部・都市開発事業部担当）

再 任
　

６ か わ

川
 

　
た

田
 

　
こ う

幸
 

　
じ

司 取締役執行役員
営業本部、支店担当 再 任

　

７ お お

太
 

　
た

田
 

　
 

　
 

　
あきら

明
取締役執行役員
開発事業本部 開発事業本部長
（建設一部・建設二部・建設三部・積算部・品質管理部担当）

再 任
　

８ お お

太
 

　
た

田
 

　
 

　
 

　
ひ ろ し

裕
取締役執行役員
マーケティング推進本部担当
マーケティング推進本部 マーケティング推進本部長

再 任
　

９ し ま

島　
づ

津　
も と

基　
み

実 取締役執行役員
社長室 室長、関係会社担当 再 任

　

10 よ し

義　
ざ わ

澤　
しゅん

俊　
す け

介
執行役員
経理財務本部 経理財務本部長
明和地所ファイナンス株式会社代表取締役

新 任
　

11 こ

小
 

　
ばやし

林
 

　
だ い

大
 

　
す け

祐󠄀
社外取締役
ワコー電子株式会社代表取締役社長
株式会社グリーン電子代表取締役社長

再 任 社 外 独 立
　

12 な か

中　
や ま

山　
ま さ

正　
ゆ き

行 社外取締役
株式会社HOKコンサルタント代表取締役社長 再 任 社 外 独 立

　
新 任 新任役員候補者 再 任 再任役員候補者 社 外 社外役員候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名
を増員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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氏名 地位 企業経営 営業/
マーケティング

建築/
品質管理

財務会計/
ファイナンス

人材開発/
組織開発

コンプライアンス/
リスク管理 DX推進

1 原田　英明 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 柿﨑　宏治 常務取締役 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 鈴木　　真 取締役 〇 〇

4 三平　慎也 取締役 〇 〇 〇

5 福眞　吉葉 取締役 〇 〇

6 川田　幸司 取締役 〇 〇

7 太田　　明 取締役 〇 〇

８ 太田　　裕 取締役 〇 〇 〇

９ 島津　基実 取締役 〇 〇 〇 〇

10 義澤　俊介 取締役 〇 〇 〇 〇 〇

11 小林　大祐󠄀 社外取締役 〇 〇 〇 〇

12 中山　正行 社外取締役 〇 〇 〇 〇

【ご参考】
　本株主総会における第２号議案が承認可決された場合のスキルの一覧は、以下のとおりです。

※各候補者に特に期待する知識・経験・能力であり、候補者の有するすべての知見を表すものではありません。

※役付取締役（役職名）は、本総会終了後の取締役会にて決定いたします。

8



候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

1
はら

原
 

　
だ

田
 

　
ひで

英
 

　
あき

明
（1968年７月８日）

    1999年    5月 当社入社
    1999年    6月 当社取締役
    1999年    6月 当社社長室長補佐
    2000年    7月 当社マンション事業部長
    2005年    4月 当社代表取締役社長（現任）

―株

取締役候補者とした理由
　2005年４月より当社代表取締役社長として、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督を適切に行うとともに、業務執行全
般を指揮しており、強いリーダーシップで当社を牽引してきた実績と経営全般に関する見識から、取締役として当社の持続的な成長に
資するものと判断したため、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

２
かき

柿
 

　
ざき

﨑󠄁
 

　
こう

宏
 

　
じ

治
（1971年10月22日）

    1994年    4月 当社入社
    2007年    4月 当社営業推進部長
    2012年    4月 当社執行役員
    2012年    8月 当社マンション事業部長
    2013年    6月 当社取締役執行役員
    2013年    9月 当社マンション事業建設部・事業企画部・品質管理部管掌

兼マンション事業建設部長
    2016年    4月 当社開発事業本部長
    2018年    10月 当社名古屋支店長
    2019年    4月 当社流通事業本部担当

2021年  8月　　タケイチバリュアブル不動産株式会社代表取締役（現任）
2022年  4月　　当社常務取締役執行役員（現任）
2022年  7月　　当社開発事業本部・流通事業本部管掌
2023年11月　　当社開発事業本部担当、流通事業本部管掌（現任）
2024年  4月      株式会社立川木材市場代表取締役（現任）

7,200株

取締役候補者とした理由
　開発事業本部長、名古屋支店長等を経て2022年4月に当社常務取締役に就任し、現在は開発事業本部担当、流通事業本部管掌として
経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督を適切に行い、その実績や豊富な経験及び経営全般に関する見識から、取締役として
当社の持続的な成長に資するものと判断したため、引き続き取締役候補者としております。

9
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

3
すず

鈴
 

　
き

木
 

　
 

　
 

　
しん

真
（1973年８月24日）

    1998年    4月 当社入社
    2012年    4月 当社営業七部長
    2012年    8月 当社営業部統括部長
    2013年    4月 当社執行役員
    2016年    4月 当社営業本部長
    2016年    12月 当社営業本部長、支店担当
    2017年    10月 当社営業本部長・営業推進本部長、支店担当
    2018年    1月 当社営業本部・営業推進本部、支店担当
    2018年    6月 当社取締役執行役員（現任）
    2021年    1月 当社営業推進本部担当
    2021年    11月 当社流通事業本部長（ウェルスソリューション部担当）
    2022年    7月 当社流通事業本部担当
    2023年    11月 当社流通事業本部担当 流通事業本部長（ウェルスソリュー

ション部担当）(現任)

4,100株

取締役候補者とした理由
　2018年６月に当社取締役に就任し、現在は流通事業本部担当 流通事業本部長（ウェルスソリューション部担当）として業務を推進
しており、その実績や豊富な経験及び経営全般に関する見識と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

4
み

三
 

　
ひら

平
 

　
しん

慎
 

　
や

也
（1975年10月28日）

    1998年    4月 当社入社
    2016年    4月 当社マンション事業建設一部長
    2017年    4月 当社執行役員
    2018年    1月 当社開発事業本部担当
    2019年    6月 当社取締役執行役員（現任）
    2023年    11月 当社流通事業本部担当（仲介事業部・PM事業部・流通管理

部担当）
    2024年    5月 当社流通事業本部担当 流通事業本部長（仲介事業一部・仲

介事業二部・買取再販事業部・PM事業部・流通管理部担
当）

    2024年    7月 当社流通事業本部担当 流通事業本部長（仲介事業一部・仲
介事業二部・買取再販事業部・流通建設部・PM事業部・流
通管理部担当）

    2025年    4月 当社流通事業本部担当 流通事業本部長（仲介事業一部・仲
介事業二部・買取再販事業部・流通建設部・PM事業部・流
通管理部・流通企画部担当）（現任）

6,200株

取締役候補者とした理由
　2019年6月に当社取締役に就任し、現在は流通事業本部担当 流通事業本部長（仲介事業一部・仲介事業二部・買取再販事業部・流
通建設部・PM事業部・流通管理部・流通企画部担当）として業務を推進しており、その実績や豊富な経験及び経営全般に関する見識
と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

5
ふく

福
 

　
ま

眞
 

　
よし

吉
 

　
のぶ

葉
（1977年12月13日）

    2000年    4月 当社入社
    2016年    4月 当社マンション事業建設二部長
    2017年    4月 当社執行役員
    2018年    1月 当社開発事業本部長
    2020年    10月 当社開発事業本部長（マンション事業部担当）
    2021年    6月 当社取締役執行役員（現任）
    2023年    4月 当社開発事業本部長（マンション事業一部・マンション事

業二部・さいたま事業所担当）
    2023年11月 当社開発事業本部長（マンション事業部・都市開発事業部

担当）（現任）

2,300株

取締役候補者とした理由
　2021年6月に当社取締役に就任し、現在は開発事業本部長（マンション事業部・都市開発事業部担当）として業務を推進しており、
その実績や豊富な経験及び経営全般に関する見識と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

6
かわ

川
 

　
た

田
 

　
こう

幸
 

　
じ

司
（1978年８月19日）

    2001年    4月 当社入社
    2012年    4月 当社札幌支店長
    2014年    1月 当社営業統括部長
    2014年    6月 当社執行役員
    2018年    1月 当社営業本部長
    2020年    10月 当社営業本部、札幌支店担当
    2021年    1月 当社営業本部、支店担当（現任）

2021年  6月　　当社取締役執行役員（現任）

2,400株

取締役候補者とした理由
　2021年6月に当社取締役に就任し、現在は営業本部、支店担当として業務を推進しており、その実績や豊富な経験及び経営全般に関
する見識と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

7
おお

太
 

　
た

田
 

　
 

　
 

　
あきら

明
（1960年８月４日）

    2011年    4月 当社入社
    2016年    4月 当社マンション事業建設一部長
    2018年    6月 当社開発事業副本部長
    2019年    4月 当社執行役員
    2020年    10月 当社開発事業本部長（建設部・品質管理部担当）
    2021年    6月 当社取締役執行役員（現任）
    2023年    4月 当社開発事業本部長（建設一部・建設二部・積算部・品質

管理部担当）
    2025年    4月 当社開発事業本部長（建設一部・建設二部・建設三部・積

算部・品質管理部担当）（現任）

2,100株

取締役候補者とした理由
　2021年6月に当社取締役に就任し、現在は開発事業本部長（建設一部・建設二部・建設三部・積算部・品質管理部担当）として業務
を推進しており、その実績や豊富な経験及び経営全般に関する見識と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

８
おお

太
 

　
た

田
 

　
 

　　
ひろし

裕
（1973年５月17日）

    1997年    4月 当社入社
    2016年    4月 当社営業推進部 部長
    2019年    4月 当社執行役員
    2019年    4月 当社営業推進本部長、営業推進部 部長
    2021年    10月 当社営業推進本部担当、営業推進本部長、営業推進部 部

長・DX推進部 部長
    2023年    11月 当社マーケティング推進本部担当 マーケティング推進本部長

（現任）
    2024年    6月 当社取締役執行役員（現任）

700株

取締役候補者とした理由
　2024年6月に当社取締役に就任し、現在はマーケティング推進本部担当 マーケティング推進本部長として業務を推進しており、そ
の実績や豊富な経験及び経営全般に関する見識と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

９
しま

島　
づ

津　
もと

基　
み

実
（1971年11月25日）

    1996年    4月 当社入社
    2016年    4月 当社経営企画部 部長
    2018年    1月 当社経営企画本部長、経営企画部 部長
    2020年    2月 当社管理本部長、総務部 部長
    2021年    4月 当社経営企画本部長、経営企画部 部長・法務ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 

部長
    2021年    11月 当社管理本部長（経営企画部・法務コンプライアンス部・

経理部・社長室担当）
    2022年    6月 当社執行役員
    2022年    6月 当社管理本部担当
    2023年    4月 当社経営企画本部・人事総務本部・経理財務本部担当
    2023年    6月 当社経営企画本部・人事総務本部・経理財務本部、関係会

社担当
    2024年    5月 当社社長室 室長、関係会社担当（現任）
    2024年    6月 当社取締役執行役員（現任）

1,800株

取締役候補者とした理由
　2024年6月に当社取締役に就任し、現在は社長室 室長、関係会社担当として業務を推進しており、その実績や豊富な経験及び経営
全般に関する見識と能力等を総合的に勘案し、引き続き取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

10
※
よし

義　
ざわ

澤　
しゅん

俊 　
すけ

介
（1957年１月９日）

    2007年    4月 当社入社
    2011年    4月 当社経理部統括部長
    2012年    4月 当社執行役員経理部担当
    2013年    6月 当社取締役執行役員
    2014年    1月 当社経理部、業務部、関係会社担当
    2014年    1月 明和ファイナンス株式会社（現：明和地所ファイナンス株

式会社）代表取締役（現任）
    2014年    4月 当社経理部、業務部担当
    2016年    4月 当社管理本部長、経理部担当
    2018年    1月 当社経理部長
    2019年    4月 当社管理本部担当兼経理部長
    2019年    7月 当社経営企画本部、管理本部、関係会社担当
    2021年    6月 当社管理本部、関係会社担当

2022年  4月　　当社常務取締役執行役員
2022年  4月　　明和管理株式会社（現：明和地所コミュニティ株式会社）

代表取締役
2022年  4月　　明和ライフサポート株式会社（現：明和地所ライフサポー

ト株式会社）代表取締役
2024年12月　　当社執行役員（現任）
2024年12月　　当社経理財務本部長（現任）

5,600株

取締役候補者とした理由
　長年にわたり経理・財務及び総務部門の担当役員並びに関係会社役員を経験しており、その豊富な知識と経験を活かすことで企業価
値の向上に資すると期待されることから、当社取締役として適任であると判断し、新任の取締役候補者としております。

13



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

11
こ

小
 

　
ばやし

林
 

　
だい

大
 

　
すけ

祐󠄀
（1969年３月３日）

    2001年    5月 ワコー電子株式会社取締役営業部長
    2006年    4月 同社代表取締役社長（現任）
    2008年    4月 株式会社グリーン電子非常勤取締役
    2015年    6月 当社社外取締役（現任）

2019年  5月 株式会社グリーン電子代表取締役社長（現任）

4,700株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を有しており、その知見と見識を活かして、当社の経営全般にわたる助言とともに、業
務執行者から独立した立場で当社の経営を監督していくことが期待されており、引き続き社外取締役候補者としております。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

12
なか

中　
やま

山　
まさ

正　
ゆき

行
（1959年12月３日）

    2003年    4月 野村不動産アーバンネット株式会社（現：野村不動産ソリュ
ーションズ株式会社） 流通事業本部アセット営業部長

    2005年    6月 同社取締役アセット営業本部長嘱託
    2008年    4月 同社取締役常務執行役員
    2013年    4月 同社取締役専務執行役員
    2014年    4月 同社代表取締役専務執行役員
    2021年    4月 同社取締役専務執行役員
    2022年    10月 株式会社HOKコンサルタント代表取締役社長（現任）
    2023年    6月 当社社外取締役（現任）

1,300株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
　不動産業界での長年にわたる豊富な実務経験を有していることから、当社の業務に対する適切な意見、助言を通じた企業価値向上に
資することに加え、業務執行者から独立した立場で当社の経営を監督していくことが期待されており、引き続き社外取締役候補者とし
ております。

(注)  1.  ※印は、新任の取締役候補者であります。
　　 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 小林大祐󠄀氏及び中山正行氏は、社外取締役候補者であります。
4. 小林大祐󠄀氏及び中山正行氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって小林大祐󠄀氏が

10年、中山正行氏が２年となります。
5. 当社は、小林大祐󠄀氏及び中山正行氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額まで

限定する契約を締結しております。小林大祐󠄀氏及び中山正行氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事

業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 当社は、小林大祐󠄀氏及び中山正行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合
には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

氏名（生年月日） 略歴（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

ふじ

藤
 

　
た

田
 

　
なお

尚
 

　
こ

子
（1969年８月29日）

    1997年    4月 弁護士登録
    2001年    10月 藤田法律事務所弁護士（現任）
    2013年    1月 東京三弁護士会医療ＡＤＲ仲裁人候補者（現任）
    2013年    1月 東京地方裁判所鑑定委員候補者（現任）
    2015年    5月 株式会社さが美社外監査役
    2017年    5月 さが美グループホールディングス株式会社社外取締役

　　　　　　　（監査等委員）
    2021年    7月 厚生科学審議会臨時委員（現任）
    2023年    2月 疾病・障害認定審査会委員（現任）
    2024年    4月 刑事施設被収容者の不服審査に関する調査検討会委員（現任）

2024年  7月 日本電気計器検定所監事（現任）

―株

補欠の社外監査役候補者とした理由
　長年の弁護士として培われた法律知識を当社の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員とな
ること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられること
から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

　2024年６月27日開催の第38回定時株主総会において補欠監査役に選任された田邊勝己氏の選任の効力は本総会
の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役
１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

(注) 1. 藤田尚子氏の戸籍上の氏名は、石原尚子であります。
2. 当社は、藤田尚子氏との間に顧問契約を締結しておりますが、同氏が監査役に就任された場合は、当該顧問契約を終了する予定であります。
3. 藤田尚子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
4. 藤田尚子氏が監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を法

令が規定する額まで限定する契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事

業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。
藤田尚子氏が監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても
同内容での更新を予定しております。

6. 藤田尚子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任された場合は、独立役員として同取引所
に届け出る予定であります。

15



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

氏　名 略　　　歴

なか

中　
むら

村　　
みつる

満 1986年４月　当社監査役（現任）

　監査役中村 満氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その在任中の功労に報いるため、当社における
一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
　退任監査役の略歴は、次のとおりであります。
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第５号議案 役員賞与支給の件

　当事業年度の社外取締役を除く取締役９名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額152,900,000
円を支給することといたしたいと存じます。
　なお、各取締役に対する支給金額は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告の「役員報酬等の内容の決定に関する方
針等」に記載のとおりであり、本議案は相当であると判断しております。

以　上
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1 企業集団の現況

第38期
（2024年３月期）

第39期
（2025年３月期） 前連結会計年度比

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 増減率
売上高 71,250 79,902 8,651 12.1％
営業利益 4,973 5,240 267 5.4％
経常利益 3,990 3,769 △221 △5.5％
親会社株主に帰属する当期純利益 2,781 2,897 116 4.2％

事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におきまして、当社グループの主力市場である首都圏マンション市場については、建設業界にお
ける人手不足や資材価格の高止まりの影響で、分譲マンションの平均価格は高値が続いております。特に、東京
23区における2024年度の平均価格は、前年度に続き１億円超となりました。供給戸数は前年度比で減少している
ことから、金利上昇への懸念が続くなかでも、資産価値の高い住宅に対する需要は底堅く推移しています。
　このような環境下、分譲事業においては、立地や利便性・住環境にこだわり厳選した用地取得を行うとともに、
ZEH-M Oriented等の環境共生型住宅を含め、高付加価値のマンション開発を推進しております。こうした取組み
が資産価値の高い住宅への需要を捉え、首都圏における販売が好調に進捗しました。
　また、重点強化事業として取り組んでいる流通事業においては、買取再販、売買仲介ともに好調に推移し、ウェ
ルスソリューション（投資用不動産の一棟販売）においても５棟の決済・引渡しが完了しました。
　この結果、当連結会計年度における業績については、売上高799億2百万円（前期比12.1％増）、営業利益52億
40百万円（同5.4％増）、経常利益37億69百万円（同5.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益28億97百万
円（同4.2％増）となりました。
　なお、2024年５月13日付にて公表いたしました連結業績予想との比較では、売上高は1.1％、営業利益は
11.5％、経常利益は4.7％、親会社株主に帰属する当期純利益は15.9％、それぞれ増加となりました。
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　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

・分譲事業
分譲事業におきましては、新築分譲マンション816戸（前期比12戸増）の引渡しを行ったこと等から、売上

高は533億88百万円（同8.1％増）、セグメント利益は38億86百万円（同8.8％減）となりました。
分譲マンションの契約高は前期から36億円減少し497億4百万円、期末契約残高は前期末から45億80百万円

増加し680億45百万円となっています。

・流通事業
流通事業におきましては、中古マンションの買取再販において高い利益率を確保したこと、ウェルスソリュー

ション（投資用不動産の一棟販売）において５棟の引渡しを行ったこと等から、売上高は196億69百万円（同
29.3％増）、セグメント利益は13億40百万円（同161.4％増）となりました。

・管理事業
管理事業におきましては、売上高は60億30百万円（前期比5.3％増）、セグメント利益は5億15百万円（同

6.6％増）となりました。

・賃貸事業
賃貸事業におきましては、売上高は6億81百万円（前期比5.8％減）、セグメント利益は2億30百万円（同

21.5％減）となりました。

・その他事業
その他事業におきましては、売上高は1億31百万円（前期比25.8％減）、セグメント利益は81百万円（同

22.4％減）となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資額は9億85百万円であり、販売拠点等の設備に投資いたしました。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度の所要資金は、従来どおり金融機関等からの借入及び自己資金によって充当しております。
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区分 第36期
（2021年度）

第37期
（2022年度）

第38期
（2023年度）

第39期
（当連結会計年度）

（2024年度）

売上高 (百万円) 57,209 62,319 71,250 79,902
経常利益 (百万円) 3,160 4,989 3,990 3,769
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 2,597 4,415 2,781 2,897
１株当たり当期純利益 110.04円 188.32円 118.62円 123.57円
総資産 (百万円) 95,708 116,538 124,151 152,097
純資産 (百万円) 26,568 29,998 31,973 33,979

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

(注) １株当たり当期純利益は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用して算出しております。

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

明和地所コミュニティ株式会社 400百万円 100％ 管理事業、その他事業

明和地所ファイナンス株式会社 200百万円 100％ その他事業

明和地所ライフサポート株式会社 10百万円 100％
（100％） 管理事業

タケイチバリュアブル不動産株式会社 50百万円 100％ 流通事業、賃貸事業

株式会社立川木材市場 15百万円 100％ 賃貸事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(注)１．議決権比率の（　）は、間接所有割合を内数で記載しております。
２．2024年４月11日付で株式会社立川木材市場を株式取得により連結子法人といたしました。
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(4) 対処すべき課題
　我が国を取り巻く状況は、ウクライナ情勢を背景とした地政学リスクの高まりや、アメリカの通商政策が世界経済
に与える影響などにより、先行きの不透明さが増しています。また、国内においては物価上昇の継続や円安の影響に
よる実質賃金低下の懸念が高まっています。
　当社グループの主力市場である首都圏マンション市場においては、金利の段階的な引き上げ、実質賃金の低下によ
る個人消費の伸び悩み等の影響が懸念されます。一方で、国内における金利の上昇幅は限定的とみられ、住宅ローン
の金利は低い水準が続くと考えられ、世帯年収の高い潜在購買層は引き続き増加傾向にあります。そのため、当社が
提供する資産価値の高い住宅に対する需要は、底堅く推移することが期待されます。

　当社は2025年３月期から2027年３月期までを計画期間とした「中期経営計画2027」を策定し、企業としての一
層の成長を目指しております。
　本計画の初年度である当連結会計年度の業績は、売上高・利益とも計画を達成しました。2026年３月期及び
2027年３月期につきましても、引き続き計画達成を目指してまいります。
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事業区分 事業内容
分譲事業 マンション等の開発・分譲

流通事業 不動産売買仲介、買取再販、リノベーション事業、ウェルスソリューション事業

管理事業 マンション等の総合管理、マンション等の管理員・清掃業務、リフォーム事業

賃貸事業 マンション等の賃貸、賃貸管理

その他事業 インテリア用品及び住設機器の企画・販売、住宅ローン、広告代理業務

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

名称 所在地

明和地所株式会社
本社　　　（東京都渋谷区）
札幌支店　（北海道札幌市中央区）
福岡支店　（福岡県福岡市中央区）
名古屋支店（愛知県名古屋市中村区）

明和地所コミュニティ株式会社 本社　　　（東京都渋谷区）

明和地所ファイナンス株式会社 本社　　　（東京都渋谷区）

明和地所ライフサポート株式会社 本社　　　（東京都渋谷区）

タケイチバリュアブル不動産株式会社 本社　　　（東京都渋谷区）

株式会社立川木材市場 本社　　　（東京都渋谷区）

(6) 主要な営業所（2025年３月31日現在）
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事業部門 使用人数 前連結会計年度末比増減

分譲事業 209名 （15名） 37名減 （1名減）

流通事業 135名 （23名） 15名増 （2名減）

管理事業 195名 （1,167名） 6名増 （45名増）
賃貸事業 16名 （－名） 2名増 （－）
その他事業 11名 （1名） 1名増 （1名減）

全社（共通） 46名 （13名） 6名増 （4名増）

合計 612名 （1,219名） 7名減 （45名増）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
406名（51名） 14名減（1名増） 34.9歳 6.9年

(7) 使用人の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び契約社員（有期雇用）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び契約社員（有期雇用）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 12,540百万円

株式会社北陸銀行 7,726

株式会社あおぞら銀行 5,561

株式会社三井住友銀行 4,921

株式会社三菱UFJ銀行 4,893

オリックス銀行株式会社 4,781

(8) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2024年11月20日付で株式会社坂惣商店の全株式を取得することで子会社化いたしましたが、2025年3
月28日付で当該子会社は清算が結了しております。
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2 会社の現況

① 発行可能株式総数 104,000,000株
② 発行済株式の総数 23,447,684株
③ 株主数 12,746名

株主名 持株数 持株比率
株式会社英興発 8,751千株 37.3％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,311 5.5

髙杉　仁 700 2.9

髙杉　純 700 2.9

株式会社スペース・Ｐ 400 1.7

株式会社ＧＴ 350 1.4

株式会社ＦＵＫＵ 350 1.4

原田　耕次 200 0.8

ＷＵ　ＡＳＳＥＴＳ　ＰＴＥ．　ＬＴＤ． 178 0.7
ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＢＲＡＮＣＨ　－　ＰＲＩＭＥ　
ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ　ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ　ＡＣＣＯＵＮＴ 163 0.6

(1) 株式の状況（2025年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

(2) 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
　該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 原田　英明

常務取締役執行役員 柿﨑󠄁　宏治
開発事業本部担当、流通事業本部管掌
タケイチバリュアブル不動産株式会社代表取締役
株式会社立川木材市場代表取締役

取締役執行役員 鈴木　　真
流通事業本部担当
流通事業本部 流通事業本部長
（ウェルスソリューション部担当）

取締役執行役員 三平　慎也

流通事業本部担当
流通事業本部 流通事業本部長
（仲介事業一部・仲介事業二部・買取再販事業部・流通建設部・PM事
業部・流通管理部担当)

取締役執行役員 福眞　吉葉 開発事業本部 開発事業本部長
（マンション事業部・都市開発事業部担当）

取締役執行役員 川田　幸司 営業本部、支店担当

取締役執行役員 太田　　明 開発事業本部 開発事業本部長
（建設一部・建設二部・積算部・品質管理部担当）

取締役執行役員 太田　　裕 マーケティング推進本部担当
マーケティング推進本部 マーケティング推進本部長

取締役執行役員 島津　基実 社長室 室長、関係会社担当

取締役 小林　大祐󠄀 ワコー電子株式会社代表取締役社長
株式会社グリーン電子代表取締役社長

取締役 中山　正行 株式会社HOKコンサルタント代表取締役社長
常勤監査役 山田　達也
監査役 中村　　満 株式会社神奈川建設産業通信社代表取締役
監査役 古藤　昇司

監査役 上村　成生
上村成生税理士事務所税理士
フジトミ証券株式会社社外監査役、太陽グループ株式会社社外監査役、
TSP太陽株式会社社外監査役、株式会社LEOC社外監査役、
ユニテック株式会社社外監査役

(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年3月31日現在）
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(注) 1.  当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
　　　(１)2024年６月27日開催の第3８回定時株主総会終結の時をもって、常勤監査役山本大介氏及び水野雄介氏は辞任いたしました。
　　　(２)2024年６月27日開催の第3８回定時株主総会において、太田裕氏及び島津基実氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。
　　　(３)2024年６月27日開催の第3８回定時株主総会において、山田達也氏及び上村成生氏は新たに監査役に選任され就任いたしました。
　　 2. 取締役小林大祐󠄀氏及び中山正行氏は、社外取締役であります。

3. 監査役山田達也氏、中村満氏、古藤昇司氏及び上村成生氏は、社外監査役であります。
4. 監査役山田達也氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 監査役上村成生氏は、税理士として長年にわたり業務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当社は、取締役小林大祐󠄀氏及び中山正行氏並びに監査役山田達也氏、古藤昇司氏及び上村成生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。
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氏　　　名 異　動　前 異　動　後

三平　慎也

　取締役 執行役員
　流通事業本部担当
　流通事業本部 流通事業本部長
　(仲介事業一部・仲介事業二部・買取再販事業部・
　流通建設部・PM事業部・流通管理部担当)

　取締役 執行役員
　流通事業本部担当
　流通事業本部 流通事業本部長
　(仲介事業一部・仲介事業二部・買取再販事業部・
　流通建設部・PM事業部・流通管理部・流通企画部
　担当)

太田　　明
　取締役 執行役員
　開発事業本部　開発事業本部長
　(建設一部・建設二部・積算部・品質管理部担当）

　取締役 執行役員
　開発事業本部　開発事業本部長
　(建設一部・建設二部・建設三部・積算部・品質管
　理部担当）

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
役員退職慰労
引当金繰入額

取締役
(うち社外取締役)

465
(19)

288
(18)

152
(－)

24
(0)

11
(2)

監査役
(うち社外監査役)

50
(46)

48
(43)

－
(－)

2
(2)

6
(5)

合計
(うち社外役員)

516
(65)

336
(62)

152
(－)

27
(3)

17
(7)

②当事業年度後の取締役の担当の異動（2025年４月１日付）

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は取締役、監査役、執行役員及び子会社役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しております。
　保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者に実質的な保険料負担はありません。
　当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にか
かる請求を受けることによって生ずることのある損害について、補填することとされています。

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

(注) １．報酬等の総額には、以下のものも含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額152百万円（社外取締役を除く取締役9名に対し152百万円）。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額27百万円（取締役11名に対し24百万円（うち社外取締役２名に対し０百万円）、

監査役4名に対し2百万円（うち社外監査役4名に対し２百万円））。
２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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ロ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
　2024年6月27日開催の第38回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した監査役に支払
った役員退職慰労金は以下のとおりであります。
　監査役　２名　16百万円（うち社外監査役１名　12百万円）

ハ．業績連動に関する事項
　当社は、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう短期の業績連動報酬として取締役に対
して賞与を支給しております。業績指標は、経常利益であり、取締役の職位（経営等に対する責任の範囲）及
び担当事業の実績を勘案の上で報酬額を決定しております。当該指標を選択した理由は、経常利益の成長が企
業価値向上の観点から会社経営の重要な指標であると考えているためであります。
　なお、当事業年度を含む経常利益の推移は事業報告の「直前３事業年度の財産及び損益の状況」に記載のと
おりであります。

ニ．非金銭報酬等の内容
　該当事項はありません。

ホ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
１. 取締役の報酬限度額は、1996年６月20日開催の第10回定時株主総会において年額600百万円以内（た

だし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名で
す。

２. 監査役の報酬限度額は、1996年６月20日開催の第10回定時株主総会において年額100百万円以内と決
議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
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ヘ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決
議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定
された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿
うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

１. 基本方針
　当社は取締役の報酬等の額の決定に際しては、当社の業績拡大及び持続的な成長に向けて取締役のモチ
ベーションアップを促進することで、当社の企業価値向上を図ることを基本方針とする。

２．基本報酬に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月額報酬及び退職慰労金で構成され、月額報酬は、経済情勢の変動や関連
する業界の水準等を考慮し、経営の意思決定及び担当部門の業務監督の職責の対価として報酬額を決定す
る。退職慰労金は、役位及び在任期間を勘案の上、定めた金額に在任中に功労等のある場合は一定の加算
または減算した額で決定する。

３. 業績連動報酬等に関する方針
　賞与は業績連動報酬としており、当該期の業績と取締役の職位（経営等に対する責任の範囲）及び実績
を勘案の上で報酬額を決定する。

４．非金銭報酬等に関する方針
　当社は現状の報酬体系が適切であると判断しており、ストックオプション等の非金銭報酬等については
導入していない。今後、これらの報酬が健全なインセンティブとして機能するための仕組みについては、
必要に応じて検討していく。

５．報酬等の割合に関する方針
　当社では役員報酬として基本報酬と賞与の割合を特段、定めてはいない。今後、非金銭報酬の導入を検
討していく過程において割合についても併せて検討していく。

６．報酬等の付与時期や条件に関する方針
　月額報酬については毎月定められた日に支給し、報酬額は、定時株主総会で決定された報酬限度額内で
決定する。賞与は、当該期の業績等を勘案した報酬額を定時株主総会に上程し、株主総会決議を得たうえ
で、定時株主総会後に開催される取締役会終了後に支給する。退職慰労金は、職務、在職年数等に応じた
当社「役員退職慰労金規程」に基づき、具体的金額・時期及び方法等については取締役会に一任する旨の
株主総会決議を得たうえで支給する。なお、社外取締役は月額報酬及び退職慰労金のみとする。
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７. 報酬等の決定の委任に関する事項
　当社では取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は、取締役会の決議を以て代表取締役に再一任
することとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた
賞与の評価配分とする。

８．上記のほか報酬等の決定に関する事項
　該当事項なし

ト．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長原田英明に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当
部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘
案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためでありま
す。

チ．社外役員が親会社及び子会社から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役小林大祐󠄀氏は、ワコー電子株式会社の代表取締役社長及び株式会社グリーン電子の代表取締役社長で
あります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。

・取締役中山正行氏は、株式会社HOKコンサルタントの代表取締役社長であります。当社と兼職先との間に
は、特別な関係はありません。

・監査役中村満氏は、株式会社神奈川建設産業通信社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には、特
別な関係はありません。

・監査役上村成生氏は、上村成生税理士事務所の税理士であります。当社と兼職先との間には、特別な関係は
ありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　監査役上村成生氏は、フジトミ証券株式会社、太陽グループ株式会社、TSP太陽株式会社、株式会社LEOC
及びユニテック株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。
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出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役　小林　大祐󠄀
当事業年度開催の取締役会19回中18回に出席し、企業経営者としての長年の経験を活か
し、企業運営の方向性や組織体制等に関する有用な助言・提言等を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役　中山　正行
当事業年度開催の取締役会19回の全てに出席し、不動産業界における長年の業務経験か
ら、業務実態に即した適切な助言・提言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。

社外監査役　山田　達也
2024年６月27日就任以降、当事業年度開催の取締役会14回の全てに、監査役会10回の全
てに出席いたしました。長年にわたる財務及び会計業務の経験から、取締役会の意思決定
の適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な
発言を行っております。

社外監査役　中村　　満
当事業年度開催の取締役会19回中18回、監査役会15回中14回に出席いたしました。長年
にわたる不動産業界及び建設業界での業務経験から、取締役会の意思決定の適正性を確保
するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を行ってお
ります。

社外監査役　古藤　昇司
当事業年度開催の取締役会19回中17回、監査役会15回中14回に出席いたしました。長年
にわたる不動産業界及び建設業界での業務経験から、取締役会の意思決定の適正性を確保
するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を行ってお
ります。

社外監査役　上村　成生
2024年６月27日就任以降、当事業年度開催の取締役会14回の全てに、監査役会10回の全
てに出席いたしました。長年にわたる税理士としての経験から、取締役会の意思決定の適
正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言
を行っております。

ハ．当事業年度における主な活動状況

ニ．責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定める最低責任限度額としておりま
す。

31



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

支払額
公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 40百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40百万円

(4) 会計監査人の状況
① 名称　　　EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分しておらず、実質的に
も区分できないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な
検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出
する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意
に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主
総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表（2025年３月31日現在） (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

販売用不動産

仕掛販売用不動産

営業貸付金

未収還付法人税等

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

土地

その他

無形固定資産

ソフトウェア

のれん

電話加入権他

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

退職給付に係る資産

その他

貸倒引当金　

140,112

22,472

217

26,974

87,859

435

32

2,122

△2

11,985

9,847

2,553

7,008

284

232

69

2

159

1,906

96

307

347

1,212

△57　

負債の部
流動負債 67,512
支払手形及び買掛金 1,706
電子記録債務 17,572
短期借入金 15,825
１年内返済予定の長期借入金 21,491
未払法人税等 215
未払費用 257
前受金 7,806
賞与引当金 515
役員賞与引当金 152
株主優待引当金 96
その他 1,872

固定負債 50,606
長期借入金 49,495
役員退職慰労引当金 260
退職給付に係る負債 211
その他 638

負債合計 118,118
純資産の部
株主資本 33,944
資本金 3,537
資本剰余金 5,395
利益剰余金 25,011

その他の包括利益累計額 34
その他有価証券評価差額金 △7
退職給付に係る調整累計額 42

純資産合計 33,979
資産合計 152,097 負債・純資産合計 152,097

連結計算書類

33



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上高 79,902

売上原価 63,333

売上総利益 16,569

販売費及び一般管理費 11,328

営業利益 5,240

営業外収益

受取利息及び配当金 8

その他 148 156

営業外費用

支払利息 1,170

その他 457 1,627

経常利益 3,769

特別利益

固定資産売却益 100

負ののれん発生益 128 229

特別損失

固定資産除却損 7 7

税金等調整前当期純利益 3,991

法人税、住民税及び事業税 1,677

法人税等調整額 △583 1,093

当期純利益 2,897

親会社株主に帰属する当期純利益 2,897
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貸借対照表（2025年３月31日現在） (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産
現金及び預金
売掛金
販売用不動産
仕掛販売用不動産
貯蔵品
前払費用
未収還付法人税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
器具備品
リース資産
土地
建設仮勘定

無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
リース資産
水道施設利用権

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
前払年金費用
繰延税金資産
破産債権・更生債権等
その他
貸倒引当金　

136,420
20,031

29
26,707
87,863

19
273
32

1,464
△1

12,011
6,508
2,196
55
3
1
85
127
3,993
43

177
32
22
119
3

5,325
73

2,775
84
259
13

2,156
△37　

負債の部
流動負債 65,859
電子記録債務 17,856
工事未払金 1,059
短期借入金 14,440
１年内返済予定の長期借入金 21,491
１年内返済予定の関係会社長期借入金 595
リース債務 59
未払金 562
未払費用 142
未払法人税等 100
前受金 7,588
預り金 1,307
賞与引当金 402
役員賞与引当金 152
株主優待引当金 96
その他 5

固定負債 50,497
長期借入金 49,495
リース債務 187
退職給付引当金 175
役員退職慰労引当金 249
その他 389
負債合計 116,357
純資産の部

株主資本 32,082
資本金 3,537
資本剰余金 5,395
資本準備金 5,395

利益剰余金 23,149
利益準備金 579
その他利益剰余金 22,569
繰越利益剰余金 22,569

評価・換算差額等 △7
その他有価証券評価差額金 △7

純資産合計 32,074
資産合計 148,432 負債・純資産合計 148,432

計算書類
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損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上高 73,599

売上原価 59,685

売上総利益 13,913

販売費及び一般管理費 9,080

営業利益 4,832

営業外収益

受取利息及び配当金 328

その他 232 560

営業外費用

支払利息 1,166

その他 454 1,621

経常利益 3,772

特別利益

固定資産売却益 85 85

特別損失

固定資産除却損 7

子会社清算損 225 233

税引前当期純利益 3,624

法人税、住民税及び事業税 556

法人税等調整額 264 820

当期純利益 2,803
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EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹 之 内　和 徳
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鵜　飼　豊　一

独立監査人の監査報告書
2025年５月22日

明和地所株式会社
　取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、明和地所株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明和地所株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹 之 内　和 徳
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鵜　飼　豊　一

独立監査人の監査報告書
2025年５月22日

明和地所株式会社
　取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、明和地所株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの
第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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明和地所株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 山　田　達　也 ㊞
監　査　役（社外監査役） 中　村　　　満 ㊞
監　査　役（社外監査役） 古　藤　昇　司 ㊞
監　査　役（社外監査役） 上　村　成　生 ㊞

監　査　報　告　書
2025年５月22日

明和地所株式会社
代表取締役社長　原　田　英　明　殿

　
　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第39期事業年度における取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役、執行役員及び従業員等（以下、「取締役等」と言う。）及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針に従い、取締役等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役等及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

監査役会の監査報告
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②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以　上

以　上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

第39回定時株主総会会場ご案内略図
会　場　東京都渋谷区神泉町９番６号
　　　　明和地所渋谷神泉ビル
　　　　当社　本社　２階会議室

至下北沢
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青葉台
四丁目

至池尻ランプ
旧
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手
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り

ファミリーマート

ファミリーマート

セブンイレブン

道玄坂上
首都高速３号線 至高樹町ランプ

〒道玄坂局

京王井の頭線

道玄坂セブンイレブン
109

道玄坂下

三菱ＵＦＪ銀行

国道246号(玉川通り)
セ
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タ
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ー
ミ
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ハチ公

Ｊ
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手
線

至
新
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至
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渋
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駅

神泉駅
渋谷駅渋谷マークシティ

明和地所
本社

みずほ
銀行

ナチュラル
ローソン

住友不動産渋谷
ガーデンタワー

ローソン

◎駐車設備が充分ではありませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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